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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　２５℃での表面張力が３５ｍＮ／ｍ以下で且つ１気圧での沸点が１５０℃以上の液体か
らなる添加剤（Ａ）を回収砂、若しくは研磨処理された回収砂に添加して、前記添加剤（
Ａ）の存在下で回収砂の研磨処理を行う工程（Ｉ）を有する、再生鋳物砂の製造方法。
【請求項２】
　添加剤（Ａ）がシリコーンオイル、炭素数８～１８のアルコール、炭素数８～１８のカ
ルボン酸、炭素数１～８のアルキル基を有するアルキルシリケート及びその低縮合物、並
びに、炭素数８～１８のアルキル基を有するポリオキシアルキレンアルキルエーテルの中
から選ばれる１種以上である、請求項１記載の再生鋳物砂の製造方法。
【請求項３】
　添加剤（Ａ）の研磨処理時の存在量が、回収砂１００重量部に対して、０．００１～０
．２重量部である請求項１又は２記載の再生鋳物砂の製造方法。
【請求項４】
　添加剤（Ａ）の添加時期が、研磨処理時である、請求項１～３の何れか１項記載の再生
鋳物砂の製造方法。
【請求項５】
　回収砂が、粘結剤として水溶性フェノール樹脂を使用した鋳型からの回収砂である、請
求項１～４の何れか１項記載の再生鋳物砂の製造方法。
【請求項６】



(2) JP 5297731 B2 2013.9.25

10

20

30

40

50

　回収砂が、鋳物砂として人工セラミック砂を用いた鋳型からの回収砂である、請求項１
～５の何れか１項記載の再生鋳物砂の製造方法。
【請求項７】
　回収砂１００重量部に対して、０．５～２０重量部の水を添加して研磨処理を行う（以
下、水添研磨処理という）工程を有し、該水添研磨処理を、添加剤（Ａ）の存在下での研
磨処理の際に水を添加して行う、又は、添加剤（Ａ）の存在下での研磨処理とは別の研磨
処理で行う、請求項１～６の何れか１項記載の再生鋳物砂の製造方法。
【請求項８】
　請求項１～７の何れか１項記載の製造方法により得られた再生鋳物砂を用いる鋳型の製
造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は鋳型から回収された回収砂からの再生鋳物砂の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　鋳型に用いた鋳物砂は、鋳型を粉砕（型ばらし）して得た回収砂に再生処理を施して再
利用されることがある。回収砂の再生方法には、古くより湿式再生法、加熱式再生法、乾
式再生法等各種の方法が提案（例えば非特許文献１）され、実施されている。また、特許
文献１には、所定の回収砂に加熱処理を施した後、乾式研磨処理を施す鋳物砂の再生方法
が開示されている。特許文献２は乾式再生法であって、鋳物砂の中に微細粒体を添加した
後に再生する方法を開示している。
【０００３】
　従来の技術の湿式再生法では汚水処理装置を必要とし、そのために設備費がかかり、又
再生費もかさむ。また再生処理後は砂を乾燥させる必要もある。更には加熱式再生法では
燃焼設備、空冷設備を必要とし、多大なエネルギーコストがかかり、更には排ガスの処理
をする必要がある。乾式再生法では、遠心力を利用して砂粒間に摩擦を与え砂粒表面に付
着している粘結剤等を除く方法が現在一般的に普及している。しかしながら、この方法で
は、再生効率を高めようとすると、砂の破砕、細粒化などにより歩留まりが低下し、回収
砂１トン当たりの動力原単位も大となる。
【０００４】
　また、砂の破砕を防ぎ、再生歩留まりを向上させる、即ち廃棄物の低減のため、耐破砕
性の高い人工セラミック砂が開発され実用化されているが、砂粒表面に強固に付着してい
る粘結剤のみを取り除き、再生効率を高めるためには、再生機を多段に重ねる必要があり
、動力原単位が更にかかるという課題がある。
【０００５】
　こうした背景から、特許文献２には、乾式再生法において、鋳物砂の中に微細粒体を添
加した後に再生する方法が開示されている。しかしながら、本微細粒体を除去する工程が
必要であり、工程が煩雑になる。また、本微細粒体の除去が不十分な場合、鋳型強度が低
下する可能性がある。
【０００６】
　また、こうした背景から、鋳物砂の再生については、多大な設備を用いず、簡易な方法
による効率的な再生鋳物砂の製造方法の提案が期待されている。
【０００７】
【非特許文献１】「鋳型造型法」、第４版、社団法人日本鋳造技術協会、平成８年１１月
１８日、３２７～３３０頁
【特許文献１】特開平６－１５４９４１号公報
【特許文献２】特開２００５－１７７７５９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００８】
　本発明は、不純物の除去率が高く鋳物品質及び鋳型強度が向上できる再生鋳物砂の製造
方法を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明は、２５℃での表面張力が３５ｍＮ／ｍ以下で且つ１気圧での沸点が１５０℃以
上の液体からなる添加剤（A）〔以下添加剤（Ａ）という〕の存在下で回収砂の研磨処理
を行う工程（Ｉ）を有する、再生鋳物砂の製造方法に関する。
【００１０】
　なお、本発明において、表面張力はWilhelmy法によるものであり、具体的には、Wilhel
my法を採用した自動表面張力計を用いて測定することができる。
【００１１】
　また、本発明は、上記本発明の製造方法により得られた再生鋳物砂を用いる鋳型の製造
方法に関する。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明の再生鋳物砂の製造方法によれば、効率よく残留有機分を除去した鋳物砂を得る
ことができる。また、本発明によって再生された鋳物砂は、鋳型強度に優れた鋳型を提供
することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　本発明で使用する回収砂とは、「図解　鋳造用語辞典」（社団法人日本鋳造工学会編、
２００３年４月２８日、日刊工業新聞社発行）に回収砂として記載されている通りである
。
【００１４】
　具体的には、本発明で使用する回収砂は、珪砂、ジルコン砂、クロマイト砂、合成ムラ
イト砂やＳｉＯ2／Ａｌ2Ｏ3系の鋳物砂、ＳｉＯ2／ＭｇＯ系の鋳物砂、スラグ由来の鋳物
砂などの鋳物砂に、粘結剤を使用して造型した後、解枠（型ばらし）して得られた回収砂
ないし余剰砂（以下、合わせて回収砂という）である。
【００１５】
　また、本発明で使用する回収砂を再生処理する際には、回収砂だけでなく新砂を含んで
いても構わない。本発明における効果は、回収砂の量に応じて得ることができる。特に、
回収砂が５０重量％以上含まれていれば、充分な効果を得ることが出来る。
【００１６】
　本発明は、より残留樹脂除去率の向上と廃棄物低減の観点から、回収砂は、合成ムライ
ト砂やＳｉＯ2／Ａｌ2Ｏ3系の鋳物砂、ＳｉＯ2／ＭｇＯ系の鋳物砂、スラグ由来の鋳物砂
などの人工セラミック砂由来の回収砂が好ましい。
【００１７】
　人工セラミック砂とは、珪砂、ジルコンサンド、クロマイトサンド等の天然より産出す
る鋳物砂でなく、人工的に金属酸化物の成分を調整し、溶融若しくは焼結した鋳物砂のこ
とを表す。耐破砕性が高く、より廃棄物が低減できる観点から、ＳｉＯ2とＡｌ2Ｏ3を合
計で８０重量％以上含有し、かつＡｌ2Ｏ3／ＳｉＯ2の重量比率が１～１５である鋳物砂
が好ましい。また、ムライト、α－アルミナ、γ－アルミナの内少なくともいずれか一つ
の結晶相を持つものが好ましい。
【００１８】
　また、本発明は、より効果が発現される観点から、球状鋳物砂由来の回収砂に対して著
しい効果を示す。球状鋳物砂の球形度としては、球形度が０．８８以上、更に０．９２以
上、より更に０．９５以上、特に０．９９以上である鋳物砂由来の回収砂がより好ましい
。
【００１９】
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　球形度は、光学顕微鏡またはデジタルスコープ（例えば、キーエンス社製、ＶＨ－８０
００型）により得られた該粒子の像（写真）を画像解析することにより、該粒子の粒子投
影断面の面積及び該断面の周囲長を求め、次いで、〔粒子投影断面の面積（ｍｍ2）と同
じ面積の真円の円周長（ｍｍ）〕／〔粒子投影断面の周囲長（ｍｍ）〕を計算し、任意の
５０個の球状鋳物砂粒子につき、それぞれ得られた値を平均して求めることができる。
【００２０】
　球形鋳物砂は、鋳型にした際の充填率が高く、鋳型強度が高いという利点があるが、乾
式機械再生においては、砂粒子間の摩擦が小さいため再生効率が良好ではなかった。しか
し本発明により、球状鋳物砂のメリットを生かしかつ効率的な再生が可能となる。
【００２１】
　このような球状鋳物砂は、例えば、耐火原料スラリーをスプレードライによって球状に
造粒した後、焼成する方法や、耐火原料を溶融させノズルからエアと共に噴出させ球状化
する方法、耐火物粒子をキャリアーガスに分散させ火炎中で溶融させ球状化する方法があ
り、例えば特開昭６１－６３３３３号公報や特開２００３－２５１４３４号公報や特開２
００５－１９３２６７号公報、特開２００４－２０２５７７号公報に示されるような方法
により製造されうる。
【００２２】
　本発明において上記人工セラミック砂及び／又は上記球状鋳物砂由来の回収砂が回収砂
中に５０重量％以上含まれているのが好ましい。
【００２３】
　本発明で回収砂は、本発明の効果である、回収砂の残留有機分を効率よく除去する観点
から、粘結剤としては、有機粘結剤が好ましい。有機粘結剤としては、例えば、アルカリ
フェノール樹脂、フラン樹脂、熱硬化性フェノール樹脂（シェルモールド）、ウレタン樹
脂が挙げられる。
【００２４】
　また、鋳物砂として人工セラミック砂を用い、粘結剤としてアルカリ性の粘結剤を用い
て硬化させた鋳型からの回収砂においては、砂が硬く、且つ残留有機分が砂と比べ柔らか
く、更に強固に付着しており、再生が難しかったが、本発明は、このような回収砂に対し
ても十分な効果が発揮される。
【００２５】
　アルカリフェノール樹脂としては、例えばフェノール、クレゾール、レゾルシノール、
ビスフェノールＡ、その他置換フェノールを含めたフェノール類を原料として、アルカリ
性触媒のもとアルデヒド化合物等と反応させることによって得られるフェノール樹脂が挙
げられる。アルカリ触媒としては、水酸化リチウム、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム
等のアルカリ金属の水酸化物、水酸化カルシウム、水酸化マグネシウム、水酸化ベリリウ
ム等アルカリ土類金属の水酸化物、アミン化合物、及びこれらの混合物が挙げられる。一
般には、フェノール類に対するアルカリ触媒のモル数が、好ましくは０．０５～４倍モル
であり、より好ましくは０．１～３倍モルである。
【００２６】
　有機エステルとしては、γ－ブチロラクトン、プロピオンラクトン、ε－カプロラクト
ン、ギ酸エチル、エチレングリコールジアセテート、エチレングリコールモノアセテート
、トリアセチン、アセト酢酸エチル等が挙げられる。
【００２７】
　本発明の製造方法は、添加剤（Ａ）の存在下で回収砂の研磨処理を行う工程（Ｉ）を有
する。
【００２８】
　添加剤（Ａ）は、２５℃での表面張力が３５ｍＮ／ｍ以下の液体であり、且つ、１気圧
での沸点が１５０℃以上の液体である。
【００２９】
　添加剤（Ａ）を２５℃での表面張力を３５ｍＮ／ｍ以下の液体と規定する技術的意義は
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、研磨処理の際に生じるダストを再生砂に付着しにくくするためである。また、添加剤（
Ａ）を１気圧での沸点が１５０℃以上の液体と規定する技術的意義は、添加剤（Ａ）が集
塵操作の時にダストよりも早く消失しないようにするためである。
【００３０】
　添加剤（Ａ）の２５℃での表面張力は、研磨処理の際に生じるダストを再生砂に付着し
にくくする観点から、好ましくは１５～３５ｍＮ／ｍであり、より好ましくは１５～３３
ｍＮ／ｍである。また、添加剤（Ａ）の１気圧での沸点は、添加剤（Ａ）が集塵操作の時
にダストよりも早く消失しないようにする観点から、好ましくは１５０～４００℃であり
、より好ましくは１６５～４００℃である。なお、４００℃以下で分解点を持つようなも
のは、少なくとも１５０℃で液体状態であれば、本発明の添加剤（Ａ）に含まれる。
【００３１】
　添加剤（Ａ）としては、シリコーンオイル、炭素数８～１８のアルコール、炭素数８～
１８のカルボン酸、炭素数１～８のアルキル基を有するアルキルシリケート及びその低縮
合物、並びに、炭素数８～１８のアルキル基を有するポリオキシアルキレンアルキルエー
テルの中から選ばれる１種以上が好ましい。
【００３２】
　本発明に用いられるシリコーンオイルとしては、ジメチルシリコーンオイル、メチルハ
イドロジェンシリコーンオイル、メチルフェニルシリコーンオイル、環状ジメチルシリコ
ーンオイル、アミノ変性シリコーンオイル、ポリエーテル変性シリコーンオイル、アルキ
ル変性シリコーンオイル、アルコール変性シリコーンオイル等が用いられる。好ましくは
ジメチルシリコーンオイルである。
【００３３】
　シリコーンオイルの表面張力（２５℃）は１５～２５ｍＮ／ｍのものが好ましく、１５
～２２mＮ／ｍのものがより好ましい。シリコーンオイルは、粘度（２５℃）が５～３０
０ｍｍ2／ｓのものが好ましく、５～５０ｍｍ2／ｓのものがより好ましい。また、安全性
の観点から、シリコーンオイルの引火点が高い方が好ましく、１００℃以上であることが
好ましく、より好ましくは１５０℃以上、更に好ましくは２００℃以上である。
【００３４】
　本発明に用いられる炭素数８～１８のアルコールとしては、直鎖脂肪族アルコール、分
岐鎖脂肪族アルコール、不飽和脂肪族アルコール等が用いられ、表面張力（２５℃）は１
５～３３ｍＮ／ｍのものが好ましい。炭素数８～１８のアルコールは、粘度（２５℃）が
２～１００ｍｍ2／ｓのものが好ましく、２～５０ｍｍ2／ｓのものがより好ましい。オレ
イルアルコール、オクタノールが好ましい。
【００３５】
　本発明に用いられる炭素数８～１８のカルボン酸としては、直鎖脂肪族カルボン酸、分
岐鎖脂肪族カルボン酸、不飽和脂肪族カルボン酸等が用いられる。有機カルボン酸の表面
張力（２５℃）は１５～３５ｍＮ／ｍのものが好ましい。炭素数８～１８のカルボン酸は
、粘度（２５℃）が２～１００ｍｍ2／ｓのものが好ましく、２～５０ｍｍ2／ｓのものが
より好ましい。
【００３６】
　本発明に用いられる炭素数１～８のアルキル基を有するアルキルシリケートとしてはメ
チルシリケート、エチルシリケート等およびその低縮合物が挙げられる。低縮合物の縮合
度は１～１５が好ましい。エチルシリケート及びその低縮合物が好ましい。
【００３７】
　本発明に用いられる炭素数８～１８のアルキル基を有するポリオキシアルキレンアルキ
ルエーテルは、オキシアルキレン基の平均付加モル数は０．５～１０、更に１～５、より
更に１～３が好ましく、オキシアルキレン基として炭素数２～４のオキシエチレン基、オ
キシプロピレン基及びオキシブチレン基が好ましい。
【００３８】
　また、安全性の観点から、これら添加剤（Ａ）の引火点は高い方が好ましく、１００℃
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以上であることが好ましく、より好ましくは１５０℃以上、更に好ましくは２００℃以上
である。
【００３９】
　添加剤（Ａ）の研磨処理時の存在量は、回収砂１００重量部に対して、残留樹脂分の除
去効果発現の観点から、０．００１重量部以上が好ましく、また、経済的観点及び効果が
飽和する観点から０．２重量部以下が好ましい為、０．００１～０．２重量部、更に０．
００５～０．１重量部、特に０．０１～０．０５重量部が好ましい。
【００４０】
　本発明では、回収砂の研磨処理を複数回行うことが好ましく、その少なくとも１つが添
加剤（Ａ）、好ましくはシリコーンオイルの存在下での研磨処理となる。すなわち、本発
明の製造方法は、回収砂の研磨処理を少なくとも１回行う方法であって、研磨処理の少な
くとも１つを添加剤（Ａ）、好ましくはシリコーンオイルの存在下に行うものである。複
数回の研磨を行うにあたり、添加剤（Ａ）、好ましくはシリコーンオイルは、研磨処理（
後述する水添研磨処理を含む。）にて回収砂から残留有機分を剥離する工程の前に回収砂
に添加し最初の研磨を行っても良いが、不純物を分離・除去する効果の観点から、研磨処
理時の回収砂に、添加剤（Ａ）、好ましくはシリコーンオイルを添加してから研磨処理し
た方が好ましい。研磨処理時の添加量は、回収砂１００重量部に対して、残留樹脂分の除
去効果発現の観点から、０．００１重量部以上が好ましく、また、経済的観点及び効果が
飽和する観点から０．２重量部以下が好ましい為、０．００１～０．２重量部、更に０．
００５～０．１重量部、特に０．０１～０．０５重量部が好ましい。この場合、研磨処理
時とは、研磨を行う直前や研磨を行っている間を意味する。更に、１回以上、研磨処理を
行った後の砂に添加剤（Ａ）、好ましくはシリコーンオイルを添加してから研磨処理した
方がより好ましい。
【００４１】
　添加剤（Ａ）の添加方法は、回収砂、若しくは研磨処理された回収砂に対して、連続式
、バッチ式のいずれの方法で添加しても構わない。また、添加剤（Ａ）をスプレー噴霧す
る方法や、ノズルから定量的に添加する方法をとる事ができる。添加剤と回収砂の混合は
、専用の混合機を用いても構わないが、再生機内で混合されるため、特に専用の混合機を
用いなくても構わない。また、添加剤（Ａ）の存在下で研磨処理を行う再生機内に、スプ
レーやノズル等の添加手段を取り付け、そこから添加する方法でも構わない。場合により
、シーケンス等で添加時期をコントロールし、適切な添加時期を調整することも出来る。
【００４２】
　本発明の再生鋳物砂の製造方法によれば、従来の機械的に砂表面を処理する方法に比べ
、効率よく残留有機分を除去した鋳物砂を得ることができる。また、本発明によって再生
された鋳物砂は、鋳型強度に優れた鋳型を提供することができる。
【００４３】
　本発明の効果として、特に鋳型強度が特段に向上している理由は明らかではないが、添
加剤（Ａ）の存在によって、研磨処理で再生砂から剥離した付着物が、砂表面へ再付着す
るのを防いでいる結果、このような鋳型強度の顕著な差となって表れるものと考えられる
。
【００４４】
　本発明において、回収砂の研磨処理は、鋳物砂同士の摩擦や、砂と再生機内部の部材（
ローターや内壁、砥石）間の摩擦により行われる。
【００４５】
　工程（Ｉ）での研磨処理は、従来の鋳物砂の再生法における研磨処理、好ましくは乾式
法に準じて行うことができ、例えば、噴気流型（砂粒を高速空気によって吹き飛ばして衝
撃、摩擦を加え付着物を除去する方法）、垂直軸回転型及び水平軸回転型（回転体や羽根
等によって砂粒を跳ね飛ばす、または攪拌する、更にはローターで加圧することにより砂
粒相互の衝撃、摩擦が行われ、付着物を剥離除去する方法）、振動型（振動力によって砂
粒に攪拌作用を与え、主として摩擦作用によって付着物を除去する方法）の各装置を用い
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た方法が挙げられる。
【００４６】
　添加剤（Ａ）存在下の研磨処理においては、砂からの剥離物、特に剥離有機分の除去を
同時に行った方がより好ましい。すなわち、添加剤（Ａ）の存在下で回収砂の研磨処理を
行う工程（Ｉ）で、剥離有機分の除去（剥離有機分の研磨系外への排出）を行うことが好
ましい。本発明により付着しにくくなった剥離有機分は、効率良く砂表面から脱離される
と同時に集塵により砂と分離・除去させることができる。剥離有機分の除去は、集塵手段
を備えた装置により行うことができる。そのような装置としては、日本鋳造製ハイブリッ
ドサンドマスター、株式会社清田鋳機製サンドフレッシャーなどがあり、これらの装置の
使用がより好ましい。
【００４７】
　本発明では、回収砂の研磨処理を１回以上行う工程（Ｉａ）と、工程（Ｉａ）の後の砂
に添加剤（Ａ）を添加し砂の研磨処理を行うと共に剥離有機分の除去を行う、工程（Ｉｂ
）とを含む方法が好ましい。工程（Ｉａ）は、実質的に添加剤（Ａ）の不存在下での研磨
処理であり、前記した噴気流型、垂直軸回転型、水平軸回転型、振動型の各装置を用いて
行うことができる。また、工程（Ｉｂ）は、具体的には、特開平７－８０５９４記載のよ
うに、例えば、下面に多数の開口孔を有しその開口孔よりエアーを噴出するようにした流
動床を備えた鋳物砂再生装置に、工程（Ｉａ）で１回以上研磨処理された回収砂と添加剤
（Ａ）を導入し、この噴出エアーによりこの回収砂を流動撹拌しながら、水平軸の回転ロ
ーターを回転し、砂粒相互の衝撃、摩擦や、ローターとの衝撃、摩擦により研磨処理を行
う方法が挙げられる。これは、後述の図１の装置を用いて行うことが好適である。
【００４８】
　工程（Ｉｂ）での研磨処理は乾式研磨処理であり、これは、工程（Ｉａ）での研磨処理
後、添加剤（Ａ）を添加した回収砂に対して、従来公知の方法で行うことができるが、工
程（Ｉａ）での研磨処理で除去しやすくなった残留有機分を効率よく除去するために、流
動槽内部に研磨のための回転体を具備した、流動床式の乾式研磨処理装置を用いるのが好
ましく、その一例を図面に基づき説明する。
【００４９】
　図１は、本発明において工程（Ｉｂ）での乾式研磨処理を行うことのできる鋳物砂再生
装置の側部概略図であり、２１は筐体の本体である。本体１は角型で上下の２段構造に作
られ、下部の攪拌槽２２と上部の分級槽２３の２部分で構成されている。２４は攪拌槽２
２の底部に形成された送風室、２５は送風口、２６は流動床である。流動床２６には、側
面に複数の通気口を形成した多数の凸形突起が設けられている。２７と２８は攪拌槽２２
の対向側壁に設けられた投入管と送出管、２９は透視窓である。投入管２７と送出管２８
は共に攪拌槽２２の側壁に斜めに取付けられ、詳しくは示されていないが手動操作により
側壁と同一面に設けられた投入口と排出口の開度が調節可能に開閉するようになっている
。２１０は駆動軸、２１１は左右の軸受け、２１２はローターである。軸受け２１１は攪
拌槽２２の両側壁に取付けられて、駆動軸２１０を途中の高さで水平方向に保持する。２
１６は規制板、２１７は排気口、２２０は工程（Ｉａ）で研磨処理された後に添加剤（Ａ
）が添加された回収砂である。
【００５０】
　図１の装置では、投入管２７より工程（Ｉａ）での研磨後、添加剤（Ａ）が添加された
砂が投入される。攪拌層２２内はブロアからの送風が送風口２５から流動床２６を通して
吹き込まれ、砂を流動化させる。流動化された砂は、攪拌槽２２内に配置され回転面に傾
斜する粗面が形成されて駆動源によって駆動されているローター２１２及び遠心力により
堆積した本揺動板の近傍の砂により研磨されることで、砂の付着物を剥離する。剥離した
付着物（剥離有機分等）は攪拌槽２２の上部に規制板２１６を介して連通し集塵口を設け
た分級槽２３において、砂と分離される。所定時間、処理された後、送出管２８（排出口
）より再生された鋳物砂が排出される。
【００５１】
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　本発明では、回収砂１００重量部に対して、０．５～２０重量部の水を添加して研磨処
理（以下、水添研磨処理）を行うことが好ましい。この水添研磨処理と従来公知の湿式再
生法との違いは、湿式再生法では、回収砂の粒子層空隙に水が満たされている状態、即ち
スラリー状態にて砂を再生するが、水添研磨処理では、水が粒子間空隙に存在はするもの
の、完全な連続層としては存在せず、いわゆるファニキュラー域からキャピラリー域にお
ける状態で、研磨処理を行う点にある。ここで、水の量は、回収砂１００重量部に対して
０．５重量部以上であれば回収砂の残留有機分を効率よく除去するのが容易となる。また
、水の量は、回収砂１００重量部に対して２０重量部以下であれば汚水処理装置や過度の
乾燥を不要にするのが容易となる。この方法は、少量の水分を使用するものであるため、
湿式再生法のような多大な乾燥設備や汚水処理装置を必要とせず、スラリー状態で研磨処
理を行う場合に比べ、砂に強い負荷を与えることが出来る。また、機械的に砂表面を処理
する方法に比べ、効率よく残留有機分を除去した鋳物砂を、簡易に得ることができる。回
収砂の研磨処理時に少量の水を添加することで、強固に接着した残留樹脂分が剥がれ易く
なり、更に添加剤（Ａ）の存在下で研磨処理を行う工程（Ｉ）により、一旦剥れた残留有
機分を砂表面に再付着するのを防止できる結果、回収砂の残留有機分を効率よく除去でき
るものと考えられる。
【００５２】
　本発明では、水添研磨処理（所定量の水の存在下での研磨処理）は、再生鋳物砂の製造
工程の何れで行っても良い。また、回収砂の研磨処理が複数行われる場合、その少なくと
も１つで水添研磨処理を行うことができる。つまり、本発明の製造方法では、所定量の水
の存在下で回収砂の研磨処理を行うことができる。例えば、水添研磨処理を工程（Ｉ）と
同時に、すなわち、添加剤（Ａ）の存在下での研磨処理の際に水を添加して行うこともで
きる。また、水添研磨処理を工程（Ｉ）とは別に、すなわち、添加剤（Ａ）の存在下での
研磨処理とは別に、水添研磨処理工程を設けることができ、前記のように工程（Ｉａ）、
（Ｉｂ）を有する場合は、それらの何れで水添研磨処理を行っても良い。好ましくは、工
程（Ｉａ）で水を添加して研磨処理した後、工程（Ｉｂ）の添加剤（Ａ）の存在下の研磨
処理（実質的に水の不存在下であることが好ましい）を行うことである。水添研磨処理を
行う工程が、工程（Ｉ）とは別に設けられる場合や、工程（Ｉａ）で行われる場合、実質
的に添加剤（Ａ）の不存在下での研磨処理であることが好ましい。
【００５３】
　本発明では、水添研磨処理を行う工程と、添加剤（Ａ）の存在下での乾式研磨処理（実
質的に水の不存在下での研磨処理）を行う工程（Ｉ）とを有することができる。すなわち
、回収砂１００重量部に対して、０．５～２０重量部の水を添加して研磨処理を行った後
、添加剤（Ａ）の存在下で乾式研磨処理を行うことができる。なお、前記のように工程（
Ｉ）において工程（Ｉａ）と工程（Ｉｂ）を設ける場合、工程（Ｉａ）において、回収砂
１００重量部に対して、０．５～２０重量部の水を添加して研磨処理を行うことで、工程
（Ｉ）とすることができる。従って、以下に説明する水添研磨処理の方法、装置は工程（
Ｉａ）の実施に適合したものであることが好ましい。なお、工程（Ｉａ）の一部を水添研
磨処理として行うことができ、その場合の順序は問わない。
【００５４】
　水添研磨処理を行う工程は、回収砂に予め水分を添加したものを、前記研磨処理装置に
投入して行ってもよいし、回収砂を前記研磨処理装置に投入すると同時に、スプレー等に
よって水を散布して行ってもよい。本発明の水添研磨処理は、水が添加された砂の流動化
を容易に行う観点から、垂直軸回転型、水平軸回転型、振動型の各装置を用いた研磨方法
で行うのが好ましく、垂直軸回転型の装置を用いた研磨方法がより好ましい。
【００５５】
　具体的には、水を添加した回収砂を上部が開口した高速回転ドラムに落下供給し、ある
いは、回収砂を上部が開口した高速回転ドラムに落下供給し水を添加し、回転ドラムの回
転による粒子相互間の摩擦、衝突、押しつけによって研磨加工を行うとともに遠心力で飛
散する水を添加した回収砂をその上部周縁に配置した環状体に滞留させて同様の磨砕加工
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を行い、さらに前記回転ドラムと環状体とが形成するスペースでこれらの水を添加した回
収砂を流動させ、このような流動磨砕加工によって回収砂を再生することができる。これ
は、後述の図２の装置を用いて行うことが好適である。
【００５６】
　高速回転ドラムの回転数としては、より効果的な摩擦処理を与える観点から１分間当り
１０００回転以上、３０００回転以下が好ましく、２０００～２８００回転がより好まし
い。高速で、ドラムを回転させることにより、短時間で高効率な再生処理が可能で、また
設備もコンパクトにすることが出来る。
【００５７】
　水添研磨処理を行う工程における、水の量は、回収砂の残留有機分を効率よく除去し、
かつ、汚水処理装置や過度の乾燥を不要にする観点から、回収砂１００重量部に対して、
０．５～２０重量部であり、０．５～１０重量部が好ましく、１～５重量部がより好まし
い。
【００５８】
　本発明で、添加剤（Ａ）の存在下での研磨処理を行う工程（Ｉ）は、例えば、前述のよ
うな研磨処理を施すことによって行われる。本発明では、工程（Ｉ）は、実質的に水の不
存在下で行うことが好ましい。ここで、実質的に水の不存在下とは、乾式研磨処理を行う
砂中の水分量は、乾式研磨処理にて残留樹脂分と効率よく除去する観点から、０．２重量
％以下が好ましく、０．１重量％以下がより好ましい。従って、水添研磨処理工程を設け
る場合は、この範囲まで水分量を低減した砂により工程（Ｉ）を行うことが好ましい。
【００５９】
　ここで、砂中の水分量は、ＪＡＣＴ試験法Ｓ－９の砂の水分量測定法により求めること
が出来る。
【００６０】
　水添研磨処理された回収砂を添加剤（Ａ）の存在下で乾式研磨処理する工程は、水添研
磨処理された回収砂を、流動攪拌等を施しながら乾燥と同時に研磨処理を行う方法も可能
であるが、回収砂の残留有機分を効率よく除去する観点から、水添研磨処理された回収砂
を乾燥する工程の後に、乾燥処理された回収砂に研磨処理する工程を施すことが好ましい
。乾燥処理された回収砂を研磨処理する場合、水添研磨処理後、湿態状態にある回収砂に
添加剤（Ａ）を添加して乾燥して乾式研磨処理に供する、あるいは水添研磨処理後、回収
砂を乾燥した後、添加剤（Ａ）を添加して乾式研磨処理に供することができる。
【００６１】
　水添研磨処理された回収砂を乾燥する工程は、例えば、水添研磨処理された回収砂をロ
ータリーキルンや、流動層など公知の乾燥装置で乾燥する方法や乾燥し易い場所に放置す
ることによって自然乾燥させる方法をとることができる。また、乾燥を促進する為に補助
的に熱風等を付与することによって乾燥させる方法が挙げられる。
【００６２】
　以下、水添研磨処理を行う工程、次いで乾式処理による工程（Ｉ）を行う本発明の再生
鋳物砂の製造方法について実施の形態を図面に基づき説明する。
【００６３】
　図２は、本発明の水添研磨処理を行うのに適した装置の一例であり、垂直軸回転型の研
磨処理装置である。図２の装置は、回収砂を受容する開口を備えた回転ドラムと、該回転
ドラムの上部周縁に近接して配置され、かつ、この回転ドラムから遠心力によって飛散す
る回収砂を受容する環状体と、前記回転ドラムに受容された回収砂に水を添加する手段と
、を備え、前記回転ドラムの回転によって、前記回転ドラムと環状体とが形成するスペー
スで粒子相互間の摩擦、衝突、押しつけによる回収砂の研磨処理を行う、垂直軸回転型研
磨装置である。図１において、１は回収砂投入のための開口、２は回収砂を受容する開口
を備えた高速回転ドラム、３は環状体、４は水添研磨処理された回収砂、５は再生砂排出
口、Ａは投入された回収砂に水を添加する手段であり、例えば、ノズル等が挙げられる。
図２の装置による処理の概要は次の通りである。鋳造後の鋳型をクラッシャーで処理した
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回収砂は、上部開口１より投入される。投入された回収砂に、Ａより水が一定量添加され
る。粒子間空隙が完全に満たされない程度の適量の水を加えられた砂は、スラリー状態に
なることなく、湿態砂の状態で高速回転ドラム２の上部と環状体３の間に滞留し、高速に
回転する高速回転ドラム２による遠心力で、水分を加えられた砂は環状体３に押し付けら
れつつ、砂同士の研磨及び３との研磨が行われる。該装置はその構造として、水分が所定
量添加された砂が滞留しかつ間隙より適当な滞留時間を持ちつつ排出されるように、当て
板等が設計されている。再生砂排出口５より処理を終えた砂は外部に排出され、引き続き
乾燥及び乾式研磨処理に供される。その際、湿態砂の形で排出されるため、従来の湿式再
生と異なり、排水は発生せず、また、本工程においては、粉塵の発生も少ない。
【００６４】
　水添研磨処理では、一般にある程度の長さの処理時間があった方が、再生処理効果が高
くなる。例えば、図２の装置では、回収砂４が回転ドラム２と環状体３のスペースに滞留
して研磨処理を受ける時間、すなわち滞留時間と、排出されるまでの時間とのバランスを
とることが良好な再生効果を得る観点から好ましい。図２の装置では、滞留時間は、回転
ドラムの上部周縁と環状体とが形成する隙間の長さ、環状体の深さ、回収砂の投入速度な
どにより調整できる。この観点から、垂直軸回転型研磨装置の回転ドラム２の上部周縁と
環状体３とが、回収砂４の平均粒子径の５～５０倍、更に１０～２５倍の長さの隙間６を
形成する（図３）ことが好ましく、具体的に隙間の長さは１～１５ｍｍ、更に１．５～６
ｍｍ、特に１．５～４ｍｍが好ましい。一般に、回収砂の平均粒子径は７５～６００μｍ
程度である。この回収砂の平均粒子径は、ＪＩＳの鋳物砂の粒度分布試験方法（Ｚ　２６
０１）に従って測定した回収砂の粒度分布の結果をもとに、ＪＩＳの粒子径測定の結果の
表現（Ｚ　８８１９－１）に記載の方法により、質量基準積算分率が０．５となる粒子径
（メジアン径）として得られる。また、回収砂の投入速度は、１～１０ｔ／ｈｒ、更に１
．５～５ｔ／ｈｒが好ましい。これらの条件を採用する場合、回転ドラムの回転数は前記
した範囲が好ましい。
【００６５】
　また、水添研磨処理での研磨処理効率を高めるために、回収砂や水の投入位置を調整す
ることが好ましい。垂直軸回転型研磨装置では、水、更には水と回収砂とを、垂直軸回転
型研磨装置の回転ドラム２の中央、すなわち回転軸の近傍に投入することが好ましい。尚
、回転軸の近傍とは、回転ドラムの大きさにもよるので一概には言えないが、回転軸から
（回転ドラムの直径／４）の範囲内が好ましく、回転軸から（回転ドラムの直径／５）の
範囲内がより好ましい。
【００６６】
　ここで説明した方法は、工程（Ｉａ）を水添研磨処理により行い、続いて添加剤（Ａ）
の存在下に工程（Ｉｂ）を行う方法として捉えることができ、水添研磨処理を経た回収砂
は、前述の工程（Ｉｂ）の方法で研磨処理して再生鋳物砂とすることができる。
【００６７】
　本発明の製造方法により得られた再生鋳物砂は、鋳型の製造に用いられる。鋳型の製造
方法としては、本発明の製造方法により得られた再生鋳物砂を用いる鋳型の製造方法であ
れば特に限定されないが、具体的には、当該再生砂を、有機系バインダーで硬化させる工
程を有する、鋳型の製造方法である。有機系バインダーとしては、アルカリフェノール樹
脂、フラン樹脂、熱硬化性フェノール樹脂（シェルモールド）、ウレタン樹脂等が挙げら
れ、有機バインダーを用いて、それぞれ従来公知の硬化方法により鋳型を製造することが
できる。これらバインダーは、当該再生砂１００重量部に対して、通常０．０５～１０重
量部添加するのが好適である。また、従来公知のシランカップリング剤、添加剤等を用い
ても構わない。本発明の鋳型の製造方法は、粘結剤としてアルカリフェノール樹脂を使用
して、該粘結剤を有機エステル化合物で硬化させて得られた鋳型に適用されることが好ま
しい。
【実施例】
【００６８】
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実施例１
　球形度0.99、Al2O3/SiO2比（重量比）＝1.9、SiO2及びAl2O3の合計量が９４重量％（そ
の他は、TiO2：2.9重量％、Fe2O3：1.3重量％、及び微量のCaO、MgO、Na2O、K2Oを含む。
）の球状人工セラミック鋳物砂１００重量部に対して、アルカリフェノール樹脂用硬化剤
（カオーステップＫＣ－１３０、花王クエーカー（株）製）０．３０重量部、及びアルカ
リフェノール樹脂（カオーステップＳ－６６０、花王クエーカー（株）製）１．２重量部
を加え攪拌し、サンド／メタル比が４の鋳型を造型した。本鋳型に1400℃にて鋳鉄溶湯（
FC200）を注湯し、冷却後、鋳型をクラッシャーで処理し回収砂を得た。本回収砂の平均
粒子径は２００μｍであった。この回収砂の１００重量部に対してジメチルシリコーンオ
イル（ＫＦ－９６－１０ＣＳ、信越化学工業（株）製）０．1重量部を添加混合した後、
一般的な垂直軸回転型の研磨処理装置（ロータリーリクレーマＭ型、日本鋳造（株）製）
にて、回転ドラムの回転数２４５０ｒｐｍ、砂投入速度３．１ｔ／ｈｒ、Ａ再生（砂層間
摩擦再生方式）にて乾式研磨処理を４回繰返し、再生砂を得た（ジメチルシリコーンオイ
ルの添加は最初の研磨処理の際の１回のみ）。回収砂及び再生砂の分析値及び鋳型強度試
験結果を表１に示す。尚、ＬＯＩ及びＬＯＩ除去率、並びに鋳型強度は下記する方法にて
評価した。
【００６９】
（１）ＬＯＩ及びＬＯＩ除去率
　ＪＡＣＴ試験法Ｓ－２に基づき鋳物砂中の強熱減量（ＬＯＩ）を測定し、以下の式によ
りＬＯＩ除去率を算出した。ＬＯＩは鋳物砂中の有機物量（残留樹脂量）を示す。
　LOI除去率（％）＝（1－再生砂のLOI（重量％）／回収砂のLOI（重量％））×100
【００７０】
（２）鋳型強度評価
　得られた再生鋳物砂又は回収砂１００重量部に対して、アルカリフェノール樹脂（カオ
ーステップＳ－６６０、花王クエーカー（株）製）１．０重量部、アルカリフェノール樹
脂用硬化剤（カオーステップＫＣ－１４０、花王クエーカー（株）製）０．２５重量部を
添加して得られた鋳型について、２５℃、５５％ＲＨの条件下にてＪＡＣＴ試験法ＨＭ－
１に基づき、混練１日後の圧縮強度を島津製強度試験機ＡＤ－５０００で測定した。
【００７１】
比較例１
　ジメチルシリコーンオイルを添加しなかったこと以外は、実施例１と同様に行い再生砂
を得た。再生砂の分析値（ＬＯＩ及びＬＯＩ除去率）及び鋳型強度は実施例１と同様に測
定した。結果を表１に示す。
【００７２】
実施例２
　比較例１で得られた再生砂１００重量部に対してジメチルシリコーンオイル（ＫＦ－９
６－１０ＣＳ、信越化学工業（株）製）０．０２重量部を添加混合した後、図１のような
流動床を具備した乾式鋳物砂再生装置（ハイブリッドサンドマスター　形式HSM1115、日
本鋳造（株）製）で、ローター回転数２６００rpmで３０分間、砂投入量８０ｋｇのバッ
チ処理にて乾式研磨処理を行い、再生砂を得た。乾式研磨処理を行う際、流動層から剥離
有機分を浮遊させて集塵処理を行った。再生砂の分析値（ＬＯＩ及びＬＯＩ除去率）及び
鋳型強度は実施例１と同様に測定した。結果を表１に示す。
【００７３】
比較例２
　ジメチルシリコーンオイルを添加しなかったこと以外は実施例２と同様に行い再生砂を
得た。再生砂の分析値（ＬＯＩ及びＬＯＩ除去率）及び鋳型強度は実施例１と同様に測定
した。結果を表１に示す。
【００７４】
実施例３
　実施例１で用いた回収砂を図２に示す構造の水を添加して研磨処理できる研磨処理装置
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にて、回収砂（回収砂中の水分量は０．１６重量％）１００重量部に対して水を４重量部
になるように、砂投入速度2.7t/hrにて高速回転ドラム２に投入し回転数2542rpmにて研磨
処理を行った。回収砂は高速回転ドラム２の中央に投入し、対応する水は高速回転ドラム
２の中央に投入した。この研磨処理装置の高速回転ドラム２の上部周縁と環状体３の隙間
６は５mm、環状体３の深さは１００mmのもの（図３参照）を使用し、研磨処理時の砂滞留
時間は２６秒であった。
【００７５】
　得られた湿態砂にジメチルシリコーンオイル（ＫＦ－９６－１０ＣＳ、信越化学工業（
株）製）を湿態砂１００重量部に対して０．０４重量部添加した後、コンクリートミキサ
ーにて撹拌しながら１５０℃の熱風を吹き込むことにより乾燥した。乾燥後の回収砂中の
水分量は０．０６重量％であった。
【００７６】
　得られた乾燥砂を、図１のような流動層を具備した乾式鋳物砂再生装置（日本鋳造製ハ
イブリッドサンドマスター　形式ＨＳＭ１１１５）を用い、ローター回転数２６００ｒｐ
ｍにて１２分間、砂投入量８０ｋｇのバッチ処理にて乾式研磨処理を行い、再生砂を得た
。乾式研磨処理を行う際、流動層から剥離有機分を浮遊させて集塵処理を行った。再生砂
の分析値（ＬＯＩ及びＬＯＩ除去率）と鋳型強度を実施例１と同様に測定し、表１に示し
た。
【００７７】
　実施例１より３で使用したジメチルシリコーンオイル（ＫＦ－９６－１０ＣＳ、信越化
学工業（株）製）は２５℃での表面張力が２０ｍＮ／ｍであり、２５℃での粘度が１０ｍ
ｍ2／ｓであり、１気圧での沸点が２２９℃以上（メーカー発表のカタログ値より）であ
る。なお、表面張力の測定は、クルス社（Kruess GmbH）製の自動表面張力計（プロセッ
サーテンションメーター　K100）を用いて行った（以下同様）。
【００７８】
　上記実施例１～３及び比較例１～２における処理手順を図４のフローに示した。
【００７９】
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【表１】

【００８０】
　表１の結果から、実施例ではシリコーンオイルを添加することにより、比較例に比べて
、効率よく残留有機分を除去でき、それを用いた鋳型は顕著な強度を発現できていること
がわかる。更に鋳物砂は繰り返し使用されるため、本発明の再生鋳物砂の製造方法を繰り
返し用いれば、飽和する再生砂のLOIを大幅に下げることができる。このことは単にLOI低
減による鋳型からのガス発生量低減だけでなく、鋳型強度の向上により樹脂添加量を低減
できるため大幅にガス欠陥を低減することにつながり当業界で有益である。また、従来の
再生技術に対して、再生処理の繰り返し回数を少なくすることができるため、大幅に電力
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を低減でき、設備コストも大幅に低減できる。
【００８１】
　更に、実施例１と比較例２では、残留有機分が実施例１の方が多いにもかかわらず、実
施例１の方が比較例２に比べて、鋳型強度が大きく優れている。
【００８２】
　通常は、残留有機分の低下と共に鋳型強度は向上するが、長時間研磨したり、研磨回数
が多くなりすぎると、比較例１と比較例２の対比のように、残留有機分が低下するにもか
かわらず、強度低下がおきる現象があった。これは、研磨処理にて一旦剥れた残留有機分
が、砂により細かく粉砕され、砂表面に再付着したことによるもので、このような再付着
分は比表面積が大きいため、バインダーの硬化に特に悪影響を及ぼすものと考えられる。
【００８３】
　一方、本発明においては、実施例１と実施例２の比較のように、残留有機分の低下と共
に、鋳型強度が向上している。本発明により、鋳型強度がより向上している理由は明らか
ではないが、シリコーンオイルが存在することで、一旦剥れた残留有機分の再付着を防止
し、集塵と共に除去しやすくすると推察され、鋳型強度に特に悪影響を及ぼす再付着分が
少なくなるので、鋳型強度の向上が顕著になるものと考えられる。
【００８４】
　実施例３では水添研磨工程後の砂に対してシリコーンオイルを添加することにより、実
施例２と比べて短時間の再生処理で効率よく残留有機分を除去でき、その再生砂を用いた
鋳型は顕著な強度を発現できていることが分かる。また、設備としても乾式研磨処理を多
く繰返す必要がないため、多段式の設備を導入する必要がなく、簡便な設備で再生処理が
可能であることが分かる。
【００８５】
実施例４～９及び比較例３～５
　実施例１に示した球状人工セラミック鋳物砂１００重量部に対して、アルカリフェノー
ル樹脂用硬化剤（カオーステップＫＣ－１３０、花王クエーカー（株）製）０．３０重量
部、及びアルカリフェノール樹脂（カオーステップＳ－６６０、花王クエーカー（株）製
）１．２重量部を加え攪拌し、サンド／メタル比が４の鋳型を造型した。本鋳型に1400℃
にて鋳鉄溶湯（ＦＣ２００）を注湯し、冷却後、鋳型をクラッシャーで処理し回収砂を得
た。この回収砂を新東工業（株）製　ＵＳＲ型砂再生機を用い、砂投入速度３．０ｔ／ｈ
ｒにて乾式研磨処理を２回繰返し再生砂を得た。この再生砂を用い前記した鋳型の造型、
鋳込をもう１回行ない、冷却後、鋳型をクラッシャーで処理し、ＬＯＩが０．７９％の回
収砂を得た。この回収砂を前記したＵＳＲ砂再生機を用い前記条件（砂投入量３．０ｔ／
ｈｒ、２回乾式研磨処理）にて砂再生を行いＬＯＩが０．５３％の再生砂を得、この再生
砂を評価用の元砂として使用した。この再生砂１００重量部に各種添加剤を０．０４重量
部添加混合した後、乾式鋳物砂再生装置（ハイブリッドサンドマスター　形式ＨＳＭ１１
１５、日本鋳造（株）製）で、ローター回転数２６００ｒｐｍで処理時間６分、１２分、
３０分、砂投入量８０ｋｇのバッチ処理にて乾式研磨処理を行い、再生砂を得た。乾式研
磨処理を行う際、流動層から剥離有機分を浮遊させて集塵処理を行った。各処理時間にお
ける再生砂の分析値（ＬＯＩ）及び鋳型強度を実施例１と同様に測定した。結果を表２に
示す。
【００８６】
　実施例４～９及び比較例３～５においては、２回目の鋳込後の処理手順が図４に示した
実施例２、比較例２のフローに対応し、回収砂は２回目の鋳込後のものであり、シリコー
ンオイルに変えて各種添加剤を用いた。
【００８７】
比較例６
　シリコーンオイルの添加を２回目の鋳型の造型時に行い、ハイブリッドサンドマスター
処理前には添加を行わなかった以外は実施例４と同様にして再生砂を得た。各処理時間に
おける再生砂の分析値（ＬＯＩ）及び鋳型強度を実施例１と同様に測定した。結果を表２
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に示す。
【００８８】
　実施例４～９及び比較例３～６において、ジメチルシリコーンオイルは信越化学工業（
株）製　ＫＦ－９６－３０ＣＳを使用した。エチルシリケート縮合物にはコルコート（株
）製　エチルシリケート４０を、ポリオキシエチレンラウリルエーテル（ＥＯ平均付加モ
ル数２）には花王（株）製　エマルゲン１０２ＫＧを使用した。オレイルアルコール、１
－オクタノール、１，４－ブタンジオール、１－ブタノールおよびオレイン酸は和光純薬
工業（株）製の試薬を使用した。それらの物性は表２に記載する。なお、実施例４、７、
及び比較例６で用いた添加剤の沸点はメーカー発表のカタログ値によるものである。
【００８９】
【表２】

【００９０】
　各実施例では、短時間の研磨処理（ハイブリッドサンドマスター）にてＬＯＩが低下し
ており、得られる再生砂を用いた鋳型の強度も向上している。
【００９１】
　添加剤を鋳型造型時に添加したものでは砂再生時のＬＯＩ低減効果及び鋳型強度の向上
効果が見られなかった。添加剤が鋳込み時の熱などで分解したため効果が得られなかった
ものと考える。
【図面の簡単な説明】
【００９２】
【図１】本発明において、添加剤（Ａ）の存在下での回収砂の乾式研磨処理に使用し得る
鋳物砂再生装置の一例を示す側部概略図である。
【図２】本発明において、水添研磨処理に使用し得る鋳物砂再生装置の一例を示す側部概
略図である。
【図３】本発明において、水添研磨処理に使用し得る鋳物砂再生装置の一部を拡大して示
す側部概略図である。
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【図４】実施例、比較例の処理手順を示すフローである。
【符号の説明】
【００９３】
　２１　筐体の本体
　２２　下部の攪拌槽
　２３　上部の分級槽
　２４　送風室
　２５　送風口
　２６　流動床
２２０　回収砂

【図１】 【図２】

【図３】
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